
 

 

 

 

5:取消料のかかる場合（お客様による旅行契約の解除） 

お客様は下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:取消料のかからない場合（お客様による旅行契約の解除） 

下記の場合は取消料はいただきません（一部例示）。 

(1) 旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行なわれたとき。 

a. 旅行開始日又は終了日の変更 

b. 観光地、観光施設、その他の目的地の変更 

c. 運送機関の種類又は運送会社の変更 

d. 運送機関の「設置及び等級」のより低いものへの変更 

e. 宿泊施設の変更 

f. 宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更 

(2) 旅行代金が増額された場合 

(3) 当社が確定日程表を交付しなかった場合 

(4) 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能

になったとき。 

 

7:当社による旅行契約の解除 

次の場合、当社は契約を解除することがあります。（一部例示） 

・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。 

・申込条件の不適合 

・病気､団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なと

き。 

 

8:旅程管理 

 当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円

滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれと

は異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 

(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができない恐れがあると

認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けら

れるために必要な措置を講じること。 

(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得な

いときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更すると

きは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう

努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サ

ービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約

内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 

 

9:当社の責任 

当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償

いたします。（お荷物に関係する賠償限度額は一人 15 万円） 

ただし次のような場合は原則として責任を負いません。 

天災地変、運送宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通ま

たはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の

命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。 

 

10:特別補償 

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生

命、身体、または手荷物に被った一定の損害に付いて、旅行業約款特別

補償規程により、一定の補償金及び見舞金をお支払いします。 

 

株式会社 朝日旅行 
（適用範囲） 

1:お申し込みと契約の成立 

コースの最初に記載されている No.をご指定の上、お申し込み下さい。 

電話・E メール・ファックスでのお申し込みの際は、コース№・ご出発日・ご

人数（大人・子供の別）・ご希望部屋数（宿泊の場合）・お名前・郵便番号・

ご住所・電話番号・ファックス番号・E メールアドレスをお知らせ下さい。 

E メール・ファックスによるお申し込みの時点では、まだ正式な予約ではな

く、お席やお部屋は確保できておりません。弊社がお申し込みを受諾した

旨を、電話（またはE メール、ファックス）で回答申し上げた時点で予約とな

ります。 

なお、弊社の営業時間外に送信いただいたお申し込みについては、翌営

業日・営業時間の回答とさせていただきます。当社が予約承諾の旨を通

知し、お客様の旅行代金のお支払いをもって契約の成立となります。 

 

2:お申し込み条件 

(1) 20 歳未満の方は、保護者の同行または同意書が必要です。また、未成

年者だけのお申し込みはお断りする場合があります。 

(2) 年齢や資格、技能その他の条件が必要とされる旅行については、当社

の指定する条件に合致しない方のお申し込みをお断りする場合がありま

す。 

(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在体調をくずされている方、妊娠中の方、

障害をお持ちの方などで、特別の配慮を必要とされる方は、その旨、お申

し込み時に必ずお知らせ下さい。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに

応じます。なお、この場合、医師の診断書を提出していただくことがありま

す。また、現地の事情や交通・宿泊など関係機関の状況などにより、旅行

の安全かつ円滑な実施のために、お客様のご負担で介助者や同伴者の

同行を条件とさせていただくことや、コースの一部について内容を変更さ

せていただくか、または、ご負担の少ない別の旅行をお勧めするか、あるい

はご参加をお断りさせていただくことがあります。 

(4) ご旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断や加療を必要と

当社が判断した場合は、お客様の安全や生命を守り、旅行の円滑な実施

をはかるため、必要な措置を取らせていただきます。なお、これにかかる一

切の費用はお客様のご負担となります。 

(5) お客様のご都合による自由行動は、原則としてできません。但し、コー

スにより別途条件でお受けるする場合があります。また、お客様の都合によ

り旅行行程から離脱される場合は、事前にその旨及び復帰の有無を、必

ず添乗員または当社までご連絡いただきます。なおその際、離脱後の行

動についてはお客様の責任である旨の文書に、ご署名願う場合がございま

す。 

(6) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施

を妨げる怖れがあると当社が判断する場合は、お申し込みやご参加をお

断りする場合があります。また、旅行実施中であっても、それ以降のご参加

をお断りする場合があります。 

(7) その他、当社の業務上の都合があるときは、お申し込みやご参加をお

断りする場合があります。 

 

3:旅行代金に含まれるもの 

旅行代金には旅行日程に明示した次の運賃、料金を含んでおります。 

(1) 航空機、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃、料金 

(2) 空港･駅･港とホテルの間の送迎バス料金、都市間の移動バス料金及

び観光バス料金 

(3) 宿泊料金及び税・サービス料金 

(4) 旅行日程に明示された食事料金及び税･サービス料金 

 

4:旅行契約内容・代金の変更 

当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中

止、官公署の命令、当初の運行（航）計画によらない運送サービスの提供

その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更するこ

とがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更する場合があります。 

 

 

募集型企画旅行条件書 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:旅程保証 

旅行日程に 4:の(1)に掲げる重要な変更が行なわれた場合は、旅行業約

款（企画旅行契約）の規程により、その変更の内容に応じて旅行代金の 1%

～5%に相当する額の変更補償金を支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を上限

とします。 

また、変更補償の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金はお支払いい

たしません。 

 

12:お客様の責任 

当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為によ

り当社が損害を被ったときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。 

 

13:企画旅行契約約款について 

この条件書に定めない事項は当社旅行業約款によります。当社旅行業約

款をご希望の方は、当社にご請求下さい。 

 

14:個人情報について 

「個人情報保護指針」をご参照下さい。 

 

 

 


